
 

 

◇◇◇ 外国為替予約取引に関する約定書の改定のお知らせ ◇◇◇ 

２０２１年１２月 

  お客さま各位 

                                        株式会社りそな銀行                          

平素より、りそな銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、りそな銀行では２０２２年１月１７日より、「外国為替予約取引に関する約定書」を改定い

たしますので、ご案内申し上げます。 

改定日より為替予約にかかるスリップについて、弊社より 1通のみお客さまに交付し、内容確認を

行っていただくことで、お客さま届出済の署名・押印および弊社あて提出を不要とさせていただき

ます。 

これに伴いまして、「りそな e レートサービス利用規定」も改定いたします。 

今後ともより一層のサービス向上に努めて参りますので、引続きご愛顧のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

改定日：２０２２年１月１７日（月） 

 

 

 

    

 

 

       

 

  

  

  

 

 

 

以上       

外国為替予約取引に関する約定書 

りそな e レートサービス利用規定 

項 目 現     行 改  定  後   （下線部分＝変更箇所）

１．予約取引成立の場合は、直ちに貴社所定の手続きに従い、
予約取引条件を確認のうえ、予約スリップに、届出済の署名を
して、貴社に提出します。

１．予約取引成立の場合は、直ちに貴社所定の手続きに従い、
予約取引条件を確認します。

２．万一貴社の帳簿などの内容と私が提出した予約スリップの
内容とが相違する場合は、貴社の帳簿などに基づく条件に従い
ます。

２．万一貴社の帳簿などの内容と私が確認した内容とが相違す
る場合は、貴社の帳簿などに基づく条件に従います。

第３条 (取
引条件の確
認)


